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１． 補助金の流れ 

 

  

事前準備

•物品の選定・見積書の徴取（令和８年４月１日以降の日付のもの）

•直近の決算書又は確定申告書をコピー（PDF化）

•「補助金交付申請書」の作成

交付申請

•期間内（令和８年５月１１日から５月２２日午後５時）までに

•メール又は窓口（市役所６階産業政策課）にて申請

•市役所より受付番号の発行

交付決定

•申請締切後１週間は書類審査期間。市税滞納状況を関係課へ照会

•滞納がある場合は抽選対象となりません

•応募多数の場合は抽選。抽選結果は翌日以降にホームページにて公開

•採択決定者には「交付決定通知書」を郵送（市役所）

事業実施

•発注、支払い、納品、設置

•代表者、所在地、名称等の必要が発生した場合は変更手続きが必要（事業内容の変更は原則できません）

実績報告

•請求書・領収書・支払明細書・振込明細書等をコピー（ＰＤＦ化）

•完成写真（設置場所が分かるもの、型番部分）撮影

•実績報告書作成（ポイント付与、値引き、手数料相手方負担は対象事業費から引く）

金額

確定

•交付申請書と実績報告書の内容に相違がないか確認（市役所）

•交付申請書と実績報告書の内容に相違がある場合は補助金支払いができないことがあります。

•実績内容の確認（現地調査 現地で新システムや既存の処理方法などの内容を伺います）

•「補助金額確定通知書（補助金として支払う額通知書）」送付（市役所）

請求

•「補助金確定通知書」記載の金額を請求書に記載

•「補助金交付請求書」をメール又は窓口にて提出

補助金

受取

•「補助金交付請求書」受領後３０日以内に補助金を支払い（市役所）

•振込名「ﾏｴ)ｻﾝｷﾞﾖｳｾｲｻ」

•月曜日又は木曜日に振り込まれます（振込予定日は「金額確定通知書」送付時にお知らせします。）

mailto:taisaku@city.maebashi.gunma.jp?subject=ＩＴ化推進補助金交付申請（事業者名）
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２． Ｑ＆Ａ 

申請者について 

 

Ｑ１－１ 申請者の対象業種は何か。 

Ａ１－１ 日本標準産業分類による、次に掲げる業種に該当しないものが対象です。 

Ａ（農業、林業）、Ｂ（漁業）、Ｆ（電気・ガス・熱供給・水道業）、Ｏ（教育・ 学

習支援業）のうち中分類８１（学校教育）、Ｐ（医療・福祉）、Ｒ（サービス業）の

うち中分類９３（政治・経済文化団体）、９４（宗教）、９５（その他ｻｰﾋﾞｽ業）、

９６（外国公務）、Ｓ（公務） 

 

Ｑ１－２ 小規模企業者とは何か。 

Ａ１－２ 卸売業、小売業、サービス業については、従業員※が５人以下の企業（個人事業

主を含む。）、製造業その他については、従業員※が２０人以下の企業（個人事業

主を含む。）です。 

※「従業員」とは、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」であり、労働基準法

第２０条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解します。なお、従業

員には個人事業主、法人の役員、臨時の従業員は含まれません。 

 

Ｑ１－３ 「市内で１年以上継続して操業を行っているもの」について、開業届における開

業日から１年以上経過していれば問題ないか。 

Ａ１－３ 問題ありません。 

 

補助対象事業について 

Ｑ２－１ 補助対象事業はどのようなものか。 

Ａ２－１ 市内事業所、工場、店舗（以下「事業所等」という）で行われる運営事業の課題

解決として DX（デジタルトランスフォーメーション）に取り組む事業であって、次

のいずれにも該当するものとします。 

(1)市内事業所等での管理、使用を目的とした事業。 

(2)国、県、市、民間団体、企業等からの補助を受けない事業 

(3)補助対象事業費が１０万円以上の事業 

(4)交付決定後に着手し、令和９年２月２６日までに完了する事業 

 

Ｑ２－２ 補助対象外経費にはどのようなものがあるか。 

Ａ２－２ (1)補助金交付決定以前に着手したものに係る経費 

(2)リースによる物件の取得に係る経費 

(3)中古設備に係る経費 

(4)既存機器の撤去除却に係る経費 

(5)保守料やサブスクリプションによる経費 



4 

 

Ｑ２－３ パソコンの購入は補助対象となるか。 

Ａ２－３ パソコン等のハードウェアのみを対象経費とした事業は対象外です。 

ただし、ＤＸ化のために導入したソフトウェアやシステムを運用するための附属

設備として必要なハードウェアについては対象となります。 

 Wifi ルーターやモデムなどのインターネット環境を整備する機器については汎

用性が高くシステム運用のみに制限することが困難なため対象外とする。 

 

Ｑ２－４ クラウドサービスの利用を考えているが対象となるか。 

Ａ２－４ システム利用料として対象となります。ただし、月々の支払ではなく導入当初に

支払う使用料で期間は１２か月分を最大とします。 

 

Ｑ２－５ 昨年度、同補助金を利用したが今年度も利用することができるか。 

Ａ２－５ 可能です。ただし、前年度のシステムのアップデートやシステムの更新は対象と

なりません。前年度利用した事業とは別の業務効率化・課題解決に取り組む内容に

限ります。 

 

申請について 

 Ｑ３－１ 複数企業から購入し、合算の上、申請することは可能か。 

（例：ソフトウェアＡをＢ社から購入し、システム開発をＣ社から依頼する場合） 

Ａ３－１ 可能です。合算の上、ご申請ください。 

 

Ｑ３－２ 決算書もしくは確定申告書はなぜ必要か。 

Ａ３－２ 事業を行っていること（事業所得を得ていること）を確認するためです。 

 

Ｑ３－３ 申請書に添付する見積書の有効期限が切れている場合でも、当該見積書は有効か。 

（例：見積書に「有効期限は本書作成日より７日以内」と記載されているが、市への

申請が当該日付を過ぎてしまった場合） 

Ａ３－３ 令和８年４月１日以降に取得した見積書であれば有効期限が切れていた場合で

も有効です。なお、申請内容について市で審査を行いますが、交付決定通知書の送

付まで、申請後最長１ヶ月程度かかる場合がありますので、ご了承願います。 

 

Ｑ３－４ 令和８年度前橋市設備投資支援補助金との併用は可能か。 

Ａ３－５ 可能です。 

 

Ｑ３－６ 国等の補助金との併用は可能か。 

Ａ３－６ 同一の対象経費について、複数の補助金を利用することができません。 

 

Ｑ３－７ 補助金は申請すれば必ず交付されますか。 

Ａ３－７ いいえ必ず交付されるものではありません。補助金事業には審査があります。審
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査においては、申請者としての要件をみたしているか、 補助対象となる経費を申

請しているか、補助金額の算出は適切であるか等を確認させていただいております。

また、申請金額の合計が予算額を上回った場合には、抽選により選定をします。 

 

事業の実施について 

Ｑ４－１ 事業（発注、契約等）はいつから開始してよいか。 

Ａ４－１ 市から交付決定通知書が送付されましたら、事業を開始してください。 

事業実施に係る流れは以下の通りです（併せて１ 補助金の流れもご確認ください） 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ４－２ 物品の購入に伴い、クレジットカードで支払うことは可能ですか。 

Ａ４－２ 基本的に現金または現金振り込みが対象となります。ただし、令和８年２月２７

日までに全額決済されている（クレジットカード会社からの請求に対し、申請者の

預金口座から引き落とされている）場合にはご申請いただけます。 

（実績報告書提出時に、決済したことが確認できるカード支払明細及び預金口座明細

をご提出いただきます。） 

 

Ｑ４－３ 複数見積を徴取する必要はあるか。 

Ａ４－３ 複数見積を徴取する必要ありません。ただし申請された機器や経費に関して、著

しく見積金額が高い場合には、価格の妥当性について審査を行います。なお、価格

については、販売店等に確認を行っております。 

 

Ｑ４－４ 事業所税を加算するにあたり納税証明書を発行しようとしたが、納付直後である

ため納税証明書を発行することができなかった。こうした場合はどうすればよいか。 

Ａ４－４ 納税証明書は納付後、発行まで２週間程度お時間がかかります。納税証明書が発

行できない場合は、納付書の写し（金融機関の領収印が押印されているもの）を添

付のうえ申請し、後日、納税証明書をご提出ください。 

 

実績報告について 

Ｑ５－１ 補助対象経費が値引き等により金額が減額した場合どうすればよいか。 

Ａ５－１ 補助対象経費が申請当初から３０％以上減額したした場合については、変更等

承認申請書（様式第４号）及び変更後の見積書をご提出ください。３０％未満の減

額であれば、軽微な変更として変更等承認申請書の提出は不要とし、事業完了後、

実績報告書をご提出ください。 

申請受付日 交付決定 事業完了 
実績報告期限

R9.2.26 

事業実施①発注、②納

品・工事、③支払い 

実 績報告

書提出 

補助金支払 交付確定 

書 類 審

査 

請求書 

提出 

申請書

提出 
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Ｑ５－２ 補助対象経費が増額した場合はどうすればよいか。 

Ａ５－２ 軽微な変更として変更等承認申請書の提出は不要とします。なお、交付決定額

については増額できませんので、ご了承ください。 

 

Ｑ５－３ 代表者が変更となった場合、どうすればよいか。 

Ａ５－３ 変更等承認申請書（様式第４号）及び履歴事項全部証明書（写し）をご提出 

ください。 

 

Ｑ５－４ 領収書の宛名はどうすればよいか。 

Ａ５－４ 申請者と同じ法人名（個人事業主の場合は代表者名）をご記載ください。 

 

Ｑ５－５ 補助対象経費の契約額を証明する書類の写しは何を提出すればよいか。 

Ａ５－５ 請求書やレシート等をご提出ください。 

 

Ｑ５－６ 補助対象経費の支払を証明する書類の写しは何を提出すればよいか。 

Ａ５－６ 領収書や振込依頼書をご提出ください。 

なお、インターネットバンキングで振込依頼を行った場合は、振込が完了してい

ることが分かる書類（入出金明細等）も併せてご提出ください。 

３．その他注意事項 

交付申請について 

 所在地は法人の方は本社所在地、個人事業主の方は住民票所在地を記入してください。 

 業種は産業分類を確認し、自らの事業に合致するものを記載してください。 

 ＤＸ推進において事業所税加算を受ける方は必ず事業所税領収証を添付してください。 

 市税に未納があると抽選（交付決定）対象となりません。必ず未納がないか確認してく

ださい。 

 

事業実施について 

 前記事業内容に変更（所在地・代表者）が生じた場合は速やかに変更申請書を提出して

ください。 

 各種商品券での購入した場合は、補助対象になりません。 

 購入時にポイント付与や商品券の還元があった場合は補助対象経費から差し引きます。 

 

実績報告について 

 請求書、領収書に申請者の宛名・支払い方法が記載してあるか確認してください。 

 請求書・納品書又は事業完了報告書等の日付から３０日以内の実績報告が必要です。３

０日を超えて提出された実績報告書は補助金の支払いができないことがあります。 
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補助金交付請求書について 

 金額確定通知書受領後速やかに補助金交付請求書を提出してください。 

 口座情報（カナ・金融機関名・支店名・口座番号）が正しく記載されているか確認して

ください。 

 

４． 問い合わせ先 

前橋市役所 ６階 産業経済部産業政策課産業政策係 

電話：０２７－８９８－６９８３  ﾒｰﾙ：kougyou@city.maebashi.gunma.jp 


